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農家・非農家の租税実質負担率と

所得再分配効果の計測
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I 序ー問題提起一

日本経済の発展に農業が多大の貢献守してきたことは周知の事実である。

長期過程でのその貢献を要素市場と生産物市場についてみれば，要素市場で

は，農家部門は，非農家部門の需要に土地，労働力，資本の供給をなし，叉，

生産物市場では， 非農家部門への食糧，原料農産物の供給と非農家部門の生

産物に対する市場の提供を意味するものであった。

特に要素市場での農家部門の貯蓄の強制的流出を長期動態過程で注目すれ

ば，戦前の死重的租税負担は， 農業の成長率を抑制し，叉，農家の生活水準
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を押し下げるものであった。

しかし戦後の高度成長期の机税負担率は，戦前に比し農業で相対的に軽く，

成長率の抑制要因として，又，生活水準の抑制要因としても， 戦前に比べ，

その農業課税の作用は，小さくなったとみられている。

一般に釈税がrt字詰投資の抑制要悶たる そのメカニズムとしては，まず{fl

税と貯蓄の関係であるが，一般に課税により消費と貯蓄の間に所得効果と代

祥効果が働く。そしてその多くの所得効果が代替効果より大きいと考えられ

ているから， 稲税は，貯蓄を減少せしめる効果を持つのである。逆に減税の

場合，貯蓄を増加させる。

次は租税と投資の関係であるが，課税は，資本純収益曲線をシフトさせ，

資本の限界効率は低下するゆえにそれだけ投資が抑制される。

さて，長期動態過程で，農業・ gt~農業の二部門分割により，有I税の成長へ

の影響を考えてみると，戦前の農業は， 自己貯蓄を〔和税 CT)+その他貯蓄

流出量Cx)Jだけを下廻る投資で，叉非農業では，自己貯蓄を上廻る投資によ

って各部門の成長率が規制されてきた。今，農業に添字A，非農業に添字N

をイ、lし，需給均衡成長経路を経済は進むとすると，

1 )水野正一「財政と経済成長」烏恭彦， **栄夫編『財政学講胞2 財政対策の
理論』有斐閣 pp.243-251. 

2)島野卓二「個人所得税の安定，分配，成長効果JH長野等編『経済成長と財政
金融政策』勤草書房 pp.63-66.
租税の貯蓄形成に与える影響は， f且税・所得関数および所得分布除l数が述統
的であることを仮定して，今，個人租税総額を To，個人所得総額を Yo，所
得階層 nとした時，

To=J:中u何)J向 (1)

Yo=J:f(Mn 但

そして貨幣所得上昇の割合 ().ρ)をすベての所f得号階)府母でで、同じと[仮比定した時，

TA=J〉mm〕〕向 (3)

Y戸 f;，lf仲ln ............(4) 

さらに，粗税関数，所得関数が指数関数 t=By，9で示されるとすれば，
T，=.l.sTo ・H ・....(5)

が導出される。

ここで.(5)式の To(基準年〕と計測した Aと9ですAを推計する(但し，税
制の変化はないものと仮定する)0T，は実際の比絞年の税収ゆえ〔も T，)は
減税による迫力11所得であり，これに限界貯孫ヰえを*じたものが貯郭I刊となる。
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GNCN=SN+日

GACA=SA+s 

が成立する。

ここで c=ムK/ムY， s=S/Y， α=(T+X)/YN， sは CT+X)/YAであ

る。

そして農業，非農業部門の生産額比率を曲 1-ω とし，叉，自己可能成長

率を Gとするならば，

百人-GA=JIL.1二竺
しA 向J

P. 3) 

GN-GN=に.ニ-
CN 1一的 となる O

ここで CA，ωを一定とするならば， αの値如何によって GA-GAが決定

される。

戦前の農業は αが相対的に大であったが，戦後は GA-GAが最近の高度成

長期に小になったといわれている。それは， αに関する限り Tが小さくなっ

たからといわれているからで，なるほど，戦前， 戦後の租税名目負担率は，

次の通りである(第 1表，第2表〉。

第1表戦前租税名目負担率

期同¥ミ良目 農家部門TA/YA非農家部門TN/YN
1878-1882 16.9 2.2 
1883-1887 22. 1 3.0 
1888-1892 15.5 2.3 
1893-1897 12.4 2.0 
1898ー1902 12.1 3.2 
1903-1907 11. 2 5.4 
1908-1912 12.5 6.4 
1913-1917 12.9 4.5 
1918-1922 9.2 5.4 
1923-1927 10.5 5.2 
1928ー1932 9.7 4.3 
1933-1937 7.8 4.2 
(注) 東畑、大川編「日本の経済と農業」上巻P.
381より引用。

3)大川一司「農業の経済分析」大明堂 pp. 247-250. 
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第2表戦後租税名目負担率

ら¥ 農家部門 非農家部門

T AIY A. I T A/Y A. T N/Y N. TN/YN• 
36 3.61 3.15 22.35 22.89 
37 3.54 3.08 21.80 22.34 

38 3.55 3.09 21.34 21.83 
39 3.56 3.09 21.71 22.20 
40 3.67 3.16 20.64 21.14 
41 3.99 3.46 19.73 20.16 
42 3.86 3.53 19.99 20.42 
43 4.23 3.65 20.31 20.71 

44 4.56 3.97 21.01 21.-38 

(注) 添字A:農家部門，添字N:非農家部門
YAパ業主，兼業，労貨のみ
YA2: '業主，兼業，労賃，その他を含む。
YN• : Y-YA• 
YN， : Y-YA• 
T 租税総額
として，農林省「臼本農業の社会勘定」より算出。

以上の見方は， Conventionalな表現での租税負担率としての名目負担率と

貯蓄率の聞の関係でみられてきたものである。

このように，租税の名目負担率上昇は，貯蓄，投資にマイナスの影響を与

えるもので，他の条件にして等しい限り，私的成長を促進するには，古典派

財政学でいうように租税負担の少ないことが望ましし、。

すなわち， A. Smithの‘CheapGovei-nment'， D. Ricardoの「夜警国家

論」など，財政支出の生産性を否定してきた。しかし， J. S. Mill以後，特に

Keynesianは， P. Lernerの“FunctionalFinance"にあるように，国民

経済の安定， 所得再分配上，財政支出の意義を重要視するので，その裏付け

財源として租税が如何に徴収されるべきかが問題である。徴収の方法として

は r利益説J， r能力説J， r犠牲説」等があるが r能力説」は客観的
能力説とも言われるもので，そこでは，課税額が， 納税者の能力に応ずべき

ことを要求するものである。

これは， A. Smithに発する「あらゆる国家の臣民は，各人の能力に出来る

だけ比例して， すなわち，かれらがそれぞれ国家の保護のもとに享受する収
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入に比例して政府を支えるために貢献すべきである」)という比例税制が，そ

して A.Wagnerに至り，累進課税制度が提唱された。

ところで，能力に応じて課税するといっても，その能力をどのように測定

するか租税支払能力，即ち，担税力の問題である。それゆえ，今までみてき

たような名目負担で，叉， (所得〉一(食料費)， (所得〉一(家計費〉で良い

かどうかが反省されねばならない。すなわち，この担税力を考慮するという

意味においての「実質負担」が租税の公平負担の見地から間い直されねばな

らなくなる。

叉，主観的能力説とも言うべき「犠牲説」では，所得水準上昇により，そ

の限界効用は逓減するから累進課税の根拠が生れる。 しかし，労働意欲，資

本蓄積等の阻害は，さけねばならない。

そこで， ここでは，担税力にもどづく，望ましい租税負担の関係を求めた

場合の従来の名目負担でない， いわゆる租税の実質負担を仮説的に検討した

場合，農家・非農家部門平均で，相対的に農家部門が重いのか， 軽いのか，

叉，そこに現われた農家部門の軽重が如何なる階層の負担によってもたらさ

れているのか，課税による所得再分配効果によって考察するものである。

しかし，問題領域は，次の様に限定する。一つには，公課諸負担，純租税

負担についての吟味は行っていないということである。二つには，この分析

は FactFindingであって， 因果関係までは分析していないということであ

るO すなわち部門聞の実質負担の軽重，再分配効果の大小が，如何なる要因

によるか， 又，どの程度の所得効果，代替効果をもつものでるるかは，分析

の対象外とした。

本稿の分析の意義としては，

1. 従来の名目負担率では，租税原則としての応能の原則にもとづく課税

の公平負担の実態が把握されなし、。 しかし以下のような担税力を考慮した望

ましい実質負担の計測により， より公平な租税負担把握の取り扱いが， 日本

における農家・非農家の比較分析に，はじめてなされたこと。

2. 戦後日本農業の相対的成長率の高さが，単に相対価格の推移そして，そ

れに起因する資本形成→比較生産性の大きさとし、う経路のほかに相対的租税

4) Smith， A.“Wealth of Nations" 大内・松川訳『諸国民の富~ p. 1186. 
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負担率のプアクターも組み込んで説明出来る可能性が増したこと。

3. 政策的には， ほぼ現実に近い，盟ましい羽l税負担内の 111税の所得弾力

性を仮定した|時，農業・非農業の相対的実質負担率の値を 1 にする農業・ ~I:

農業の一人当利税負担比率が「自由所得」を前提にして導出出来ることO

以上三点をあげ得る。

E 分析方法

1. 租税実質負担率の計測方法

げ) 実質負担率と望ましい釈税負担の範閉

従前の租税負担といえば， [和税 (T)J/ [所得 (Y)Jなる概念で和税負担率

が計測されている訳であるが，担税力に対して fll税が課されるべきであると

いう見解が古くからある。担税力の具体的 ~1-tHlJ方法については，伊藤半弥氏

のように(所得)一(食料費〉とか，永山隆一氏のように(所得)-(家計費)

等を採るのもある。

一方， V.P.Gandh;は， (所得〉一(段低生活費)や C=f[y-s玩， w， 

iJ (w :一人当宮 w 宮の不平等性所得の不平等性)，つまり C=α

(y-s)十sw十rw十れをもって担税カの尺度としている。

本分析では，V. P. Gandhiのr}ii者の方法に基づいて計測する。これを

“Gandhi"方式と呼ぶことにする O 次に租税体系、の異なる農業・非農業を

比較する訳であるが，それに近い方法として，二国聞の租税負担の合理的計

測方法が V.Tanziによってなされている。

5 )井藤半弥「財政学」千倉書房 p. 184. 
6)永(1唯一「農家と税金」農林統計協会 pp. 18-21. 
7) Gandhi， V. P.“Tax Burden on Jndian Agriculture" The Law of 
Harvard University， Cambridge， 1966 p. 31， pp. 39-40， p. 101. 
8)アメリカ各州の税告IJの相異から，

Ti/Yi=f (Yi) 

Ti:総租税収入
Yi:総所得額

Yi:一人当所得

この式に計測したL、州のYiを代入して比較する。もしこれを日本の本分析に

適用しようとするならば，良栄の各年でもって， Ti/Yi=f(Yi)を求め，そ

して非農業の Yiをこの式に代入して比較することも考えられる。しかし，ノ
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そこで Gandhiの前者の方法によれば， すなわち“ Gandhi"方式によれ

ば，担税力 (C)=所得 (Y)一最低生活費 (S)とみると， C=Y-Sとなり，

望ましい租税は， Ceo = (Y-S) eoとなる。 ここで eoは租税の所得弾力性

で1くeoく 2の間にあるのが「望ましい eoJの値である。

今，租税関数を T=f(Y)とすると，平均税率は

T/Y 

となり，限界税率は，

f'(Y) 

であり，叉，所得に関する限界税率の変化率は，

fぺY)
〉

である。今 fぺY)の{直が Oの各々を取る時，累進税制，比例税制，
'く

逆進税制となるO すなわち， fll(Y)> 0の時が，累進税制 fぺY)=0の時
が比係税制}， fぺY)く Oの時が，逆進税制である。叉，累進税制の累進性の
程度は， f'ぺY)の値によって決まるO
すなわち f川 (Y)>0の時，累進性の増加，f'"(Y) = 0の時，一定累進性，

f'"(Y)く Oの時，累進性の逓減を示す。今， ここで租税の所得弾力性をeと

すると，

dT /T Y dT 
=~::T/ 一=ー・ となる。dyl Y T dY ~，~~U 

これから，

dT T 
fF(Y)=EY=e ・y

mHL-de-1〕

f叩片手・ e(e-1) (げ〉

が導き出される。 ここで「望ましいeJの値は，累進税制でありながら，

その累進率の逓減を志味するから， 1 <e<2となる。

累進税制でかつ累進率逓減の根拠は，そうでなければ， 垂直的平等という

、本分析では， V. TanziとV.P Gandhiの C=a(y-s) +sw+rw+o'i 
の方法については，補論で述べる。
大熊一郎訳「経済成長と所得税J (V. Tanzi“The Individual Income 
Tax and Economic Growth ")東洋経済新報社 pp.65-69. 
9) Gandhi， V. P. Ibid.， pp. 24-25. 
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租税の公平負担に反し，又，一定の累進性，逓増的累進性の場合， 所得効果

により，労働意欲の減退，資本蓄積の阻害を来たすことが考えられる。

今，農業・非農業の「現実の租税負担」と「望ましい租税負担」 との聞の

関係を BA，BNで表わすと，

BA=TA/(YA-SA) eo 

BN=TN/(YN-SN) eo となる。

今，低りに BA/BNく 1であると，

TA/TNく[(YA-SA)/ (YN-SN)] eO 

となり，農業は非農業より「現実の租税負担」は， r望ましい租税負担」に

くらべて，小さい課税であり，上式の値が， BA/BN= 1の時には， r現実の租
税負担Jと「望ましい租税負担」が等しくなり，叉 BA/BN>1の時には，現

実の租税負担が多いといえるO

(ロ) 最低生活費の推計方法

1767年の A.Youngの“Farmer'sLetter， London"以降，多くの人々に

よって最低生活費は推計されてきているが，それらを大別すると，

①B. S. Rowntreeに代表される生活設計に基づく最低生活費。②E.Engel 

に代表される最低生活費。③Allen& Bowleyに代表される実態に基づく最

低生活費という三つに分けることが出来る。

本分析では，労研方式，厚生省方式， 2つの森田方式(被服費=0の時と，

雑費=0)の4つの方式を調べてみることにするO

はじめ，日本における戦前，戦後の農業・非農業についての実質負担率の

計測を行なおうと意図したが. Data Availabilityの都合で戦前を断念せざ

るを得なくなった。 したがって戦後の和初30~45年までを分析期間とした。

2. 所得再分配効果把握の方法

次に農業・非農業内部の所得分布に関して租税の所得存分配作用が，それ

ぞれ，いかなる分配の変化を与えてきているか， を調べるために，集中皮係

数，均等化係数の計測を行う。

ローレンツ曲線は，全世帯数に対する各階層別世帯の主役積比を横軸に，全

所得総額に対する各階層の所得額の累積比を縦軸にとった点の軌跡であるO

もし所得が完全に平等に分布しているなら，第 1図におし、てローレンツ rUj線
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は450線 (AC)に一致し，完全に不

平等なら， ABCとなる。 AFCの方

が AECや ADCより不平等度が小

さいといえるO しかしADCとAEC

のどちらが不平等度が大きし、かを言

うことは出来なL、。そこで一つの価

値判断を仮定する。

ADCの面積>AECの面積な

らば，

詩;

I七

i 

第1図 ローレンツ曲線

ADCの不平等度はAEC

より大，

A 一一一う佐伯泉街比率

ADCの面積=AECの面積ならば，

等しい不平等度，

ADCの面積くAECの面積ならば，

ADCの不平等伎は AECより小。

C 

B 

この価値判断を持ってすれば， ジニーの集中度係数を用いて，不平等度を

表わすことが出来る o ABCの面積で ADC，AFCの面積を割った商がジニ

ーの集中度係数 (R)である。 R=1-E1Pi(qi+qi-l〉

ここで，

完全平等な所得分配ならば R=O

完全不平等な所得分配ならば R=l

となり， Rが小さいほど不平等度も小さい。

叉，所得再分配効果 (r)は.ADCから課税によって AFCになった時，

r = (RD-RF)/RD を計測すると租税によって所得の再分配が

どのようになされたかを計測することが出来る。

r = 1の時，租税の所得存分配効果が完全に平等に働いたばあい，

r=Oの時，所得再分配効果なし，

rくOの時，マイナスの所得再分配効果。

10)新飯田，前原，江藤「インプレーションと所得再分配」経済企図庁『経済分

析~ p. 24. 
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叉，所得再分配効果があるのは o くr~ 1の時で1に近い方がその効果が

大である。この集中度係数，均等化係数を，非農業については， 村上雅子氏

の計測結果にもとづいて昭和28~39年まで，農業については，同一期間につ

き， r農家租税公課ii者負担調査報告J (農林省〉を基礎資料とした。

E 分析結果の概要

1. 租税実質負担率の計測結果
TA /TN 

①酬の実質負担率 CR/CF。を求めるための第 1段階として，最低

生活費を部門別に，すなわち SASN，を求めなければならなし、。

o森田方式
まず， 農家と都市勤労者世帯の家計費に勘する緊急度係数L 昭和30~44年
まで求めたところ， jr~ 3表，第 4表のように両部門とも被服費，雑費の緊急

度係数の値が小さいことが示された。そこで、第 5表，第6表で示すような

全家計支出と各費目の関係式から被服費，雑費の Oになる点を求めた。その

結果は，第7表，第8表の S3'S4に示されている。

@ 労研方式，厚生省方式

森田方式のほかに，労研方式，厚生省方式による結果も第7表，第8表で

SI' S2として示される。

これらの結果から，最低生活費の性格は森田方式では SubsistenceleveI， 

労研方式，厚生省方式では生活標準方式となる。そこで木分析では， Subsist一

回目 leveI の方法を採る森田方式と厚生省方式〈生活標準方式の方法を採

り，サンプルが該当年次に入る〉を採用した。

このようにして， 最低生活費を部門別に求め終ったので r現実の祖税負

担」と「望ましい租税負担」の比率を求めることにする。

② 
T十/市一一 -/-4の値(但し 1くeoく 2) 
しAeolしNeO

以上①でh求めた SA，SNにしたがって， CAeO， CNeOとTA，TNとを関連さ

せ (TA/CA eo) / (TN/CNeO)を求めると望ましい eoの値，すなわち eoが 1.1

11)村上雅子「財政による所得再分配」藤野，宇田川編『経済成長と財政金融』
p. 249， p. 251. 
12) Al1en， R. G. D. and Bowley， A. L.“Family Expenditure" P. S. King 
& Son， Ltd. London， 19'35. pp. 9ー14.
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第3表 Allen-Bowleyの緊急度係数 農家一

昭和30年度 w k w-k ω/ k 昭和40年度 w k ω-k w / k 
食料費 0.481 0.359 0.122 1.340 食料費 0.367 0.269 0.098 1.364 

被服費 0.108 0.152 -0.044 0.711 被服費 0.103 0.135 0.032 0.763 

光熱費 0.047 0.023 0.024 2.043 光熱費 0.047 0.027 0.020 1.741 

住居費 0.118 0.123 -0.005 0.959 住居費 0.155 0.175 -0.020 0.886 

雑費 0.273 0.342 -0.009 0.798 雑費 。.348 0.394 -0.046 0.883 
昭和32年度 。 昭和41年度

食料費 0.427 0.307 0.120 1.391 食料費 0.338 0.225 0.113 1.502 

被服費 0.118 0.156 0.038 0.750 被目巨費 0.1日5 0.122 -0.017 0.861 

光熱費 0.043 0.025 0.018 1. 720 光熱費 0.044 0.021 0.023 2.095 

住居費 0~113 0.121 0.008 0.934 住居費 0.160 0.164 一0.004 0.976 

雑貨 0.312 0.377 -0.075 0.801 雑貨 0.3臼 0.467 -0.114 0.756 

昭和34年度 昭和42年度

食料費 0.423 0.310 0.113 1.365 食料費 0.335 0.224 0.111 1.496 

被服費 0.108 0.144 -0.036 0.750 被服貸 0.099 0.125 -0.026 0.792 

光熱貸 0.043 0.027 0.016 1.593 光熱費 0.044 0.024 0.020 1.833 

住居費 0.133 0.154 ー0.021 0.864 住居費 0.167 0.167 0.000 1.000 

雑費 0.293 0.364 -0.071 0.805 雑費 0.354 0.459 -0.105 0.771 

昭和36年度 昭和43年度

食料貸 0.398 0.283 0.115 1.406 食料費 0.308 0.199 0.109 1.548 

被服費 O.lll 0.140 0.029 -0.029 被服費 0.100 0.123 -0.023 0.813 

光熱費 0.046 0.028 0.018 1.643 光熱費 0.039 0.021 0.018 1.857 

住居費 0.1日 0.177 -0.024 0.864 住居費 0.182 0.179 0.003 1.017 

雑費 0.291 0.372 -0.081 0.782 雑費 0.371 0.478 -0.107 0.776 

昭和37年度 昭和44年度

食料費 0.380 0.277 0.103 1.372 食料費 0.307 0.189 0.113 1.598 

被ij&fを 0.113 0.145 -0.032 0.779 被服質 0.096 0.118 -0.022 0.814 

光熱費 0.047 0.028 0.019 1.679 光凱'1'1 0.036 0.014 -0.022 2.571 

住居費 0.151 0.150 0.001 1.007 住民'1'( 0.137 0.121 0.016 1.132 

雑貨 0.308 0.400 -0.092 0.770 雑費 0.430 0.558 -0.128 0.771 

昭和泊年度

食料費 0.305 0.255 0.110 1.431 

被服費 0.112 0.149 -0.037 0.752 

光熱費 0.046 0.025 0.021 1.840 

f主居費 0.153 0.151 0.002 1.013 

雑費 0.325 0.419 -0.094 0.776 

昭和39年度

食料費 0.367 0.264 0.103 1.390 

被服費 0.142 0.135 0.007 1.052 

光熱費 0.040 0.024 0.022 1.917 

住居資 0.160 0.161 -0.001 0.994 

雑貨 0.322 0.416 -0.094 0.774 
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第4表 Allen-Sowleyの緊急度係数 一都市勤労者一

昭和27年度 w k ω-k w I k 昭和34年度 w k 切 -k ωnl 
食料費 0.480 0.335 0.145 1.433 食料費 0.358 0.197 0.161 1.817 
住居費 0.051 0.055 -0.004 0.923 住居費 0.101 0.131 -0.030 0.771 
光熱費 0.050 0.036 . 0.014 1.389 光熱費 0.043 0.031 0.012 1.387 
被服費 0.147 0.218 -0.071 0.674 被服費 0.120 0.161 -0.041 0.745 
雑費 0.272 。目3弱 -0.084 0.764 雑費 0.379 0.480 -0.101 0.790 i 
昭和28年度 昭和35年度
食料費 0.414 0.260 。目154 1.592 食料費 0.359 0.205 0.154 1.751 
住居費

0.108 0.001 l∞9 光軌質

住居資 0.095 0.109 -0.014 0.871 
光熱費 0.048 0.038 0.010 1.263 

被服貸 0.145 0.195 -0.050 0.744 被服費 0.119 0.157 -0.038 0.758 
雑貨 0.332 0.437 -0.105 0.760 雑費 0.379 0.490 -0.111 0773 
昭和29年度 昭和36年度
食料費 0.376 0.259 0.117 1.452 食料貸 0.363 0.222 。ー141 1635 
住居費 0.056 0.055 0.001 1.018 住居費 0.102 0.106 -0.004 o 962 
光熱費 0.047 0.038 0.009 1.237 光熱費 0.048 0.038 0.010 1.263 
被服費 0.131 0.171 -0.040 0.766 被nR費 0.123 0.157 -0.034 0.783 
雑費 0.390 0.478 一0.01抱 0.816 雑貨 0.365 0.476 0.111 o 767 
昭和30年度 昭和37年度 旬。 k w-k w/k 
食料費 0.396 0.250 0.146 1.584 食料費 0.364 日目222 0.142 1.631 
住居費 0.060 0.064 -0.004 0.938 住居費 0.106 (}.112 一0.006 0.946 
光熱費 0.050 0.044 0.006 1.136 光熱費 0.047 0.033 0.014 1.424 
被服費 0.122 0.156 -0.034 0.782 被服費 0.122 0.160 -0.038 0.763 
雑費 0.373 0.487 -0.114 0.766 雑費 0.362 0.473 0.111 0.765 

昭和31年度 昭和38年度
食料費 0.3お 0.235 0.148 1.630 食料費 0.364 0.220 0.144 1.655 
住居費 0.071 0.079 -0.008 0.899 f主居費 0.105 0.117 0.012 0.897 
光熱質 。.046 0.038 0.008 1.211 光熱費 0.046 0.034 0.012 1.353 
被服費 0.126 0.162 -0.036 0.778 被服費 0.117 0.149 -0.002 0.785 
雑貨 0.347 0.486 -0.139 0.714 雑貨 0.368 0.480 -0.112 0.767 

昭和32年度 昭和39年度
宜料費 0.359 0.239 0.120 1.502 食料費 0.366 0.220 0.146 1.664 

住居費 0.075 0.088 -0.013 0.852 住居費 0.105 0.104 。.001 1.010 
光熱費 0.048 0.039 0.009 1.231 光熱費 0.045 0.032 0.013 1.406 
被服費 0.123 0.158 -0.035 0.778 被服費 0.1ll 0.137 -0.026 0.810 
雑貨 0.395 0.476 -0.081 0.830 雑費 。.368 0.508 -0.140 0;724 
昭和33年度 昭和40年度

食料費 0.377 0.232 0.145 1.625 食料費 0.377 0.232 0.105 1.625 

住居費 0.089 0.115 0.026 0.774 住居費 0.102 0.108 -0.ω6 0.944 
光熱費 0.045 0.038 0.009 1.250 光熱費 0.047 0.032 0.015 1.469 

被服費 0.116 0.147 -0.031 0.789 被服費 0.105 0.130 -0.025 0.808 

雑費 0.373 0.470 0.097 0.794 雑費 0.369 0.498 -0.129 0.741 
昭和41年度
食料費 0.335 0.239 0.096 1.402 
住居費 0:097 0.079 {).018 1.228 
光熱費 0.045 0.037 0.01泡 1.216 
被服費 0.113 0.125 -0.012 0.904 
雑費L 0.4ω 0.520 -O.lll 0.786 
資科)総理府「家計調査年報J各年度版
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第5表 森岡方式による最低生活費算定基礎資料

-農家一

町、a、n

彼 服 Y'I 雑 n 
昭和30年度 y = -13.4403 + .1524 X 

<51.837> R =.9987 <25.842) R =.9948 
32年度 Y =-15.4183+.1559X Y← 30.3012十 3768X」

(34.894> R = . 9943 <20.341> R=.9835 
34年度 Y =-13.7633+.1443X Y 幻.5663+.3643X

(41.955) R=.9988 <23.259) R = .9945 
36年度 Y=-12.1268十。1400X y = -33.6161 +.3715 X 

<45.602> Rご .9988 (22.505) R=.9951 
37年度 y =-14.5465キ 1448X Y = -42.0928十 3998X

(37.737> R=.9979 <14.591> R=.9862 
38年度 Y = -20.0166 + .1492 X Iニ 50.4080十 4191X 

く25.490) R=.9939 く17.438> R=.9871 
39年度 Y一一16.7650+.1349X Y =-52.9820十.4161X 

(66.622> R=.9991 イ20.822> R=.9909 
40年度 Y = -18 .5733+ .1348 X Y = -39.3031 +.3943 X 

く42.570> R =.9978 (17.508> R=.9872 
41年度 Y = -13.0039+ .1222X Y 86.137 + .467 X 

(24.161> R=.9949 (27、304> R =‘996 
42年度 Y =-20.2919十.1254X Y=-83.445+.459X 

(28.017) R = .9962 <20.593> R=.993 
43年度 Y = -22.9321+.1225X Y = -107.529→478X 

<31.540> R =.9965 く29.492> R=.996 
44年度 Y=-23.0016十.1179X Y一一135.923十 558X

<46.715) R=.9984 <34.080> R=.997 

注)X 全支出. y:各費目支出. < )内'11直，単位向. (世帯当り)
資料)農林省「農家生計費統計」各年度版

第6表 森田方式による最低生活費算定基礎資料

一都市勤労者一

前車 冊t 費 雑 'l'1 
昭和28年度 Y =-1273.94+.19504X Y =-2659.01+ .43715X 

<26.058> R=.98985 <53.16080> R =.99753 

29年度 Y = -1234.58+ .17096X Y = -3511.75+ .47754 X 

<23.91951> R =.98380 <41.77452) R =.99460 

30年度 Y=ー1037.37+.15556X Y = -3509.76+ .48688X 

く26.63243>R = .98687 く36.40952>R =.99291 

31年度 Y = -1103.28+ .16180X Y = -3429.38 + .48611 X 
(36.62188> R = .99299 <62.70224> R=.99759 

32年度 Y = -1140 .02 + .15820 X Y = -3324、53十.47627X 

<29.56871> R = .98931 <69.12871> R =.99802 

33年度 Y = -1040.19+ .14746X Y =-3275.28十.46978X 

<22.82001> R =.98224 (58.77447> R =.99726 

34年度 Y=ー1411.68→.16058X 
<35.52683) R = . 99450 (68.90741> R = .99853 

35年度 Y =-1359.23十.15671X Y = -4017 .23 + .49038X 

<51.21051> R =.99734 
36年度 Y = -1281.18+ .15691 X Y = -4066.30 + .47617 X 

く37.68964>'R =.99511 (48目69042>Rニ 99706

37年度 Y =-1462.28十.16005X Y =-4258.66+.47332X 
<30.44524> R =.99253 (64.43626> R =.99832 

38年度 Y=一1242.35+ .14937 X Y=一4捌伽 4必酬酬8ω削0ω附3
<44.34360> R = . 99646 (52.83565> R = .99750 

39年度 Y一一1072.42+.13743X Y = -5457.52 + .50752 X 
<74.14504> R=.99873 (48.94739) R ~ .99709 

40年度 Y =-1045.74+.18026X Y = -5455.00 + .49844 X 
<29.28667) R=.99194 (44.34360> R =.99646 

41年度 Y=-633.56十.12486X Y = -6160. 88 +.52035 X 
く45.66132)R=.99666 く31.03133)R = .99281 
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注)X:全支出. Y・各費目支出. ( )内t値，単位円. (世帯当り)
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第7表全国年間一人当最低生活費 一農家ー

i、農家部門T. Y. S Al  I S.. S'3 S .. 
ー人当租祖酉ー人当所得額 労研方式厚生省方式森田(植=01方式車田(雄=01方式

昭和25年 2.3 33.2 44.8 

26 2.4 41.6 50.9 

27 2.5 45.6 53.8 

28 2.4 48.9 57.1 

29 2.6 52.3 60.9 

30 3.0 57.6 62.6 17.6 17.1 

31 3.0 60.9 62.9 

32 2.7 57.8 64.6 19.8 16.1 

33 2.8 63.5 64.3 

34 2.7 64.6 65.2 19.1 15.1 

35 3.1 72.2 

36 3.4 81.6 17.3 18.1 

37 3.8 95.0 34.1 20.1 21.1 

38 4.4 107.7 39.8 26.8 24.1 

39 4.9 123.4 44.6 24.9 25.5 

40 5.8 143.8 50.2 19.9 

41 7.0 165.0 56.6 

42 7.9 201.5 64.8 

43 10.0 222.9 74.0 

44 12.0 252.5 83.2 

45 15.9 285.5 94.4 

資料)農林省 r農業経済調査報告J各年度版

厚生省「生活保護手帖J各年度版

第8表全国年間一人当最低生活費一非農家一

I~ 
非農家部門

TN YN SN， I SN， SN， SN， 
一人当租税額一人当所開額ヲ'ji汗方式厚生省方式轟田(被~Ol方式森田(雑~Ol方式

昭和25年 51. 4 
26 4.1 42.6 59.7 
27 4.6 52.4 62.2 18.5 13.4 
28 7.1 65.2 66.8 19.6 18.2 
29 8.0 70.7 70.5 21. 7 22.1 
30 8.0 74.3 69.5 20.0 21. 6 
31 8.5 82.6 70.1 20.5 21. 2 
32 7.3 88.3 72.2 21. 6 20.9 
33 7.4 93.3 72.9 21. 2 20.9 
34 7.3 100.3 73.9 26.4 22.0 
35 8.6 112.0 26.0 24.6 
36 9.3 128.3 24.5 25.6 
37 10.9 146.2 47.8 27.4 27.0 
38 13.0 163.3 55.0 25.0 27.4 
39 15.1 184.2 61.3 23.4 32.3 
40 17.4 199.8 68.7 32目8
41 20.2 223.2 77.3 
42 21.1 247.3 88.2 
43 22.7 274.5 101. ，1 
44 24.9 312. ;， ln.5 
45 29.6 3r>7: 8 128.3 

資料) ItJ1!1{.f r事前別立11'報J'各11'1.正版
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農家，非農家の租税実質負担率と所得再分配効果の計測

~1. 9 の間で実質負担率と現実負担率の値を求めて，厚生省方式， 2 つの森田

方式(被服費=0，*it費=0)各方式毎にそれを示すと，第9表，第10表，第

11表の通りである。これらの紡果からすれば，実質負担率すなわち「望まし

い租税負担Jと比較して，全方式，全期間にわたり， r現実の組税負担」の率

は，農家部門において非民家部門より概ね低いものと計測された。

なお，現実の eoは，農家.)1;農家各部門でほぼ1.1~1. 2 で， マグロの資

料からは， tfn2表のように1.3~ 1. 5 が得られる O それらに相当する民家・非

農家各部門の望ましい租税負担率」に対する「現実の;f1l税負担率」は，ほぽ

0.5~0.8 の値をとる。

2. 課税の所得再分配効果の計測結果

μ) 農家・非農家部門の比較

第13表，第14表からは，農家課税の再分配効果が，非農家部門のそれより

小さいこと， それには特に，良=家に対する地方税の逆進性が大きく作用して

きたことが集中度係数，均等化係数の値から指摘される。

(ロ) 農家部門で所得水準を異にする地域

第15表からは， 府県，北海道という所得水準を異にする地域で，主として

地方税制の作用の差を通して概ね所得水準の高い地域で所得再分配効果が大

きかったことが指摘出来た。

判 農家部門で所得水準を具にする経営形態別比較

第16表からは， 回作，畑作と L、う所得水準を児にする経営で，やはり主と

して地方税制の作用の差から概ね所得水準の 1:~"1"、IJ1('1"において課税の所得fii-

分配効果が大きかったことが示された。

3. 1と2の総合

まず「望ましい組税負担」を考慮、した場合 r射実の農家部門の組税負担

率」は，非農家部門のそれより概ね低くなることが折摘出来た。これは一般

に今まで戦後高度成長期の農家課税が， 相対的に軽くなったといわれている

ことを「担税力」と「望ましい課税」を考慮しても矢張り農家部門が軽いこと

に変りがないことが概ね認められたことになる O しかし，そのように軽い農

家負拘と L、っても，それは，非農家と相対的に低い課税の所得再分配効果に

もとづいていることから，農家における高所得層が，より l怪い負担で農業の成

長を維持してきたことを立味している O
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TA ， T N 
第 9表 lくeo< 2の時の壱Zτ0/万石言τの値一厚生省方式ー

年一/9:-、-。 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 

昭和37年度 .591l 6200 6506 .6825 ‘7167 7512 .7880 .8271 .8676 I 

38 5656 .5927 6212 .6586 .6822 .7143 .7485 .7842 

39 .5282 .5521 .5770 .6032 .6325 .6591 .6889 .7196 .7531 

40 .4830 .4994 .5165 .5340 .5531 .5714 .5910 .6109 .~~:: j 
41 .4806 .4949 .5098 .5252 .5414 .5574 .5742 .5914 .6090 

42 .4423 .4492 .4561 .4632 .4699 .4773 .4845 .4918 .5000 

43 .5199 .5278 .5358 .5442 5524 .5606 5691 .5775 .5850 

44 .5755 .5851 .5946 .6042 .6143 .6242 6342 .6440 .6573 

4fi .6571 .6691 .6817 .6941 .7063 .7200 .7333 7470 I .7617 

TA ，TN 
第10表 I < eo < 2の時のCAe了/万τEτ の健一森田(被服資=0)方式一

よ亙~九三f 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 
昭和30年度 5248 5411 .5579 .5752 .5931 6118 .6305 .6501 .6704 I 
32 .6867 .7265 .7687 8127 .8601 .9097 .9626 1.0185 1.0783 
34 .6304 .6619 .6950 .7291 .7655 .8041 .8435 8855 
36 .6192 .6495 .6813 .7146 .7497 .7865 8254 .8655 9088 
37 .5789 6064 .6352 .6659 .6965 .7291 .7636 .7997 
38 .6105 6440 .6796 .7167 .7563 7994 8421 8883 .9369 
39 .5561 584.1 .6136 .6448 .6768 7110 .7465 .7850 8196 I 

TA ，T N 
第11表 I <eo < 2の時のCAeτ/百万吉了の値一森岡(雑費=0)方式一

'"手、壇、、、~ーo 1.1 1.2 1.3 1.4. 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 

昭和30年度 .5010 .5143 .5280 .5421 .5566 5716 58日7 .6026 .6183 

32 .6273 .6581 .6905 .7248 .7601 .7974 .8367 8781 9202 

34 .6127 .6412 .6713 .7033 .7359 .7704 .8065 .8439 目白85fi

36 .6204 .6509 .6829 .7165 .7519 .7890 .8278 .8691 .9107 

37 .5899 .6188 .6493 .6808 .7142 .7497 .7857 .8239 . 862:l 

38 .5774 .6063 .6365 .6678 .7013 .7302 .7734 .8115 .8522 

39 .5260 .5497 574.') 6005 6272 .6550 .6846 .7159 715，1 

40 I .4629 I .4769 I .4913 .5065 5216 .5379 .5537 .5702 .5865 

第12表現実の租税弾力性
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農家，非農家の租税実質負担率と所得干草分配効果の計測

第13表農家部門の集中度係数(R)と均等化係数(r)一全国一

二ト¥
集中度係数 均等化係数

原所得所得税引後地方税引後租税引後 所得税地方税租税

昭和28年度 .2598 .2552 .2605 .2556 1. 780 一.274 1. 629 
29 .2592 .2537 .2601 .2542 2.146 一.343 1. 951 
30 .2595 .2536 .2595 .2532 2.290 .019 2.414 

31 .2557 .2515 .2565 .2525 1. 61 一.32 11.25 

32 .2248 .2211 .2255 .2245 1. 66 一.297 .148 
33 .2661 .2620 .2666 .2631 1. 576 一.171 1. 148 
34 . 1821 .1805 .1789 .1753 .904 1. 752 3.148 
35 .3401 .3382 .3435 .3413 .561 一.991 一.349
36 .2685 .2666 .2702 .2682 .712 一.656 .112 
37 .2645 .2623 .2臼8 .2630 .824 一.107 .578 
38 .2665 .2643 .2694 .2655 845 -1.071 .404 
39 .2528 .2501 .2539 .2509 1. 072 一.428 .756 

i主) 農林省「農家租税公課諸負担調査報告」各年度版より算出

第14表非農家部門の集中度係数(R)と均等化係数(r) 全国一

二注¥
集中度係数 均等化係数

原所得所得税引後地方税引後租税引後 所得税地方税租税

昭和28年度 .2869 .2667 .2842 .2637 7.032 .940 8.084 
29 .2938 .2701 .2905 .2671 8.042 1.119 9.063 
30 .2989 .2765 .2948 .2732 7.501 1.398 8.598 
31 .2934 .2721 .2896 .2680 7.378 1.422 8.783 
32 .3049 .2902 .3006 .2855 4.811 1.393 6.362 
33 .303& .2906 .2996 .2872 4.291 1.323 5.388 
34 .3001 .2884 .2966 .2863 3.808 1.166 4.581 
35 .3067 .2939 .3034 .2909 4.172 1.075 5.143 
36 .3149 .3038 .3116 .3011 3.524 1.035 4.363 
37 .3011 .2909 .2977 .2883 3.380 1.112 4.244 

38 .3031 .2922 .2997 .2892 3.624 1.113 4.604 

39 .2983 .2870 
」
.2951 .2850 3.797 1.111 4.451 

注)f経済成長と財政金融政策Jp.249，251より引用。
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M15表所得水準を異にする農業地域農家部門
の集中度係数と均等化係数

母議 昭和33年 昭和35年 昭和37年
府県北海道 府県北海遊 府県北海道

57.9 I 67.8 100. 3 I 126. 9 95.2 I 93.8 
集 原所得 .2638 .2959 .2633 .2683 .2642 .2663 
度中 所得税51後 .2605 .2922 .2606 .2658 .2624 .2648 

係 地方税引後 .2644 .2964 .2642 .2675 .2649 .2657 
数 租税引後 .2610 .2924 .2610 .2651 .2626 .2646 
所得税 1.23 1.23 1.03 0.92 .84 .54 
地方税 一.24 一.17 一.34 .28 一.28 .22 
租税 1.01 1.17 .86 1.20 一.57 .65 

第16表 所得水準を異にする経営形態別農家
の集中度係数と均等化係数(府県)

匂き善
昭和33年 昭和35;1: 昭和37'<1'.
田作畑作 111 fi: 1 ):111 i'1: 日1f)"知11'1' 
67.01 48.5 77.3 I 61. 3 101. 7 1 83.0 I 

集中度
原所得 .2592 .2755 .2436 .2905 .2195 .2315 
所得税引後 .2563 .2726 .2410 .2882 .2185 .2297 

係数
地方税引後 .2578 .2762 .242:1 .2928 .2201 .2331 
租税引後 .2545 .2729 .2395 .2904 .2191 .2313 

土符ff書系勾士ヒ

所 i与税 1.13 1.06 1.05 .79 .46 .79 
地方税 .55 一.24 .54 一.80 .31 一.67
私l 税 1.82 .94 Ui7 .03 .14 -.10 

町 結 一分析結果の要約と今後に残された課題一

1. 望ましい租税負担率からみれば，最低生活費に関する諸概念、の全方式，

また分析の全期間にわたって，現実の農家部門の相税負担率は，非農家部門

のそれより平均的にみて低いものと訂測された。

2. 農家部門・ 31二農家部門で，階層の所得分布に対して，課税が，如何な

る所得再分配効果をもたらしたかを検討すると，総じて，農家部門での租税

の所得再分配効果は， 非農家部門のそれに比べて，低いことが指摘出来る。

換言すれば 1で1!Y'た民家部門の「現実の利税負担率」は， r望。ま Lい実質i:'!
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農家，非農家の租税実質負担率と所得再分配効果の計狽IJ

担率」を考慮した場合，相対的に軽かったのであるが，それは，消費水準の

j~111iUにまたねばならなかったという点から，農家部門内では下回農家の高;負

担にもとづくものであると考えられる。

逆に，上層農家の負担の軽かったことが， 農業の成長を支えるのに貢献し

たで、あろうことが推測される。

3. この「下層農家の高負担」の内界は， 全国の農家部門全体に対する租

税の所得の再分配効果の分析結果と地域別それら再分配効果，そして，経営

形態別農家に対する租税の所得再分配効果からも所得水準の低いものほど，

所得再分配効果が，低いということによってほぼ示された。

なお，残された問題としては，

(1) 公課諸負担は，農家では，相税と同額程度を示すので， これを租税負

担に合めたら実質負担!なり所得再分配効果の値はどうなるか，その結果は

極めて重要である。一方非農業での公課諸負担は，統計分析上， r家計費調

査報告」の rt'ft費J r非消費支出」等の項目に分散して含まれているため摘

出不可能であったから， 本分析では，計測出来なかった。従って，結局，公

課諮負担を合めた農家.;llo農家各部門の負担分析を， 本稿では出来なかった

が，何らかの計算が可能なら，農家部門の負担率は，本分析の数値より高く

なるかも知れない。

(2) r粗負担率」としてでなく， 社会保障給付等「財政支出」を考慮した

「純」租税負担としてこれらの分析を進めなければならなし、。

(3) 第2次大戦前の分析を如何にしてやるかという，以上 3点を指摘して

おく。

V補論

V. P. Gandhiの利税負担の推計方法に，木論で述べた通り，二種類ある訳

であるが，後者の第 2 指~f;1- C=fC(y-s); w， w， iJによる方法は，前者の方

法すなわち C=(y-s)によるよりも広範囲に，課税額に影響を与えるフア

クターを考慮したものである。換青すれば(所得)一(最低生活費)は担税力

の重要な指標ではあるが， それ以外のもの，すなわち，富の大きさ， 所得及

び富の各 h の分配状態も， r但税力」の重要な指標になり得るということであ
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る。それゆえ C=f[(y-s)，w， w， iJとし、う関数関係を「担税力」の概念と

して考えたのである。 ここで (y-s)は，担税所得 ，wv土 人当富， wは富
の分布の不平等は.所得分:fliの不平等を示している。そしてこのCを計測

することによって，前者の (y-s)に代替させるものである。

しかし，この方法で C=f[(y-s)， w， w， iJを線型と仮定して，計測する

場合， 非農家部門すなわち勤労世帯において wすなわち一人当富のデータ

を得にくいために計測は，困難である。叉，線型の回帰分析を行うにあたっ

て，従属変数のCすなわち， r担税力」のデータを直接得られないために，こ

の関数関係自体求めることが不可能であった。

そこで本論で Gandhiの第2推計を取扱わず，補論として関係式のパラメ

}ター推計のみに留めた。この補論では， V. P. Gandhiののベる課税額に影

響を及ぼすフアクターに一人当担税所得，一人当富，富分布の不平等.所得分

布の不平等があるという概念だけを使って関数関係を考えてみるor担税力」

は， この 4つの経済変数に依存するとして，支払和税額も， この担税力に依

存する筈である。それゆえ，支払租税額と，これら 4つの経済変数の聞には，

関数関係が成立する。

そこで C=f[(y-s)， w， w， iJと同様の関係が T=f[(y-s)， w， w， iJ 

にも成立すると考えた。これを線型と仮定して，

T=α(y-s)十戸w+rw+oi十C……… (A)

但し， C:定数

とする。今，農家部門でこれを計測することは可能であり， α，ιr，dが求め
られたとすると， この農家部門で、求めた関数関係の独立変数に， 非農家部門

の独立変数の値を代入することによって非農家部門の TNが求められる。よ

り単純にはこの概念を持って V.Tanziも計測している。

そして，それら， TAと TNを比較することによって農家， 非農家部門の

租税負担比率が求められる。上記 (A)式に必要な諸変数のデータは附表A

"-'D表で示す通りであるO ここで富分布の不平等と，所得分布の不平等を単

なる比率にしたのは，都府県経営耕地階層別データの中に農家総戸数がない

ためそれで代替させた。 (A)式の説明変数 (y-s)の部分は，厚生省方式，

森田(被服費=0)方式，森田(雑費=0) 方式の三方法から接近したO パ
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ラメーターの計測結果は，次の通りである。

(1) 厚生省方式による関係式の推計結果

T =0.OO3651(y -s)+0.012745**w 

(0.586783) (12.347225) 

-564. 689*w + 523. 706*i -76.5495 

( -2.062) (2.089) 

R =0.9594 d=0.8728 

(2) 森田方式(被服費=0)

T = 0.014480(y-s) +0.004551w 

(0.691021) (0.902977) 

-195.266w+143.881 i十2991.030

(1.241) (1.0177) 

R =0.7464 d=0.8982 

(3) 森田方式(雑費=0)

T =0.021954(y -8)十0.002700w

(1.088741) (0.528159) 

-188.283w+138.983 i十3056.55

(1.317) (1.080) 

注)料 1%水準で、有意
キ 5%水準で有意
( )はq直

R =0.7869 d=0.8004 

尚，本稿は，昭和48年度日本財政学会，日本農業経済学会において報告したものを加

筆まとめたものである。日本財政学会で貴重なコメントを頂いた中央大学一河秀洋教授，

駒沢大学佐藤俊明教授，日本農業経済学会での九州大学土屋圭造教授に深甚なる謝意を表

する。
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一府県ー耕作規模別平均農家の担税力指標附表

第2階層(1-1.5ha)

|ふ T y w w 1 

Z召30 2.850円 58.280円 230.340円 23.3 % 23.3首

32 2.750 56.970 234.840 22. 7 22.9 

34 3.000 63.060 259.100 22.6 22.8 

36 3.540 79.770 302.980 22.4 23. 1 

37 3.880 94.460 319.110 23.2 23.5 

38 4. 150 104.570 369.800 23.4 23.5 

39 4.640 121.940 491.230 24.1 24.0 

40 5.390 139.470 531.810 23.9 23.6 

41 6.090 161.610 607.710 23.6 23. 7 

42 7.360 193.010 719.600 23.8 23.5 

43 8.880 210.350 833.480 23.7 

44 11.180 243.160 943.720 24.1 24.2 

45 15.520 267.510 l161.370 24.4 24.7 

B表第l階層(1ha未満)

1ふ
T y w w 

所得分布 l一人当租税 一人当所f専 一人当富 富分布

B百30 2.000円 51.410円 187.140円 18.9% 

32 2. 160 53.230 196.300 19.0 21. 4 
34 2.240 60.100 213. 180 18.6 21. 7 
36 2.850 75.220 250.890 18.5 21. 8 
37 3.250 89.670 277.680 20.2 22.3 

38 3.600 100.900 319.530 20.2 22.7 

39 4， 170 116.800 416.290 20.4 23.0 

40 4.990 136.400 460.810 20.7 23.1 

41 6. 170 161. 080 544.360 21. 2 23.7 
42 7. 120 190.760 臼9.860 21. 2 23.2 
43 9. 150 213.850 767.770 21. 9 23.9 
44 11.120 248.570 854.620 21. 8 
45 15.120 278.570 1. 0710 720 22.5 25. 7 

A表

総
N
m
総

寸4

第4階層(2ha以上)

|ふ T y ¥v 、司F B 

8g30 5.940円 73.840円 300.810円 30.4 % 29.6% 

32 6，070 74，910 325，150 31. 5 30. 1 
34 5，520 83，320 363，060 31. 7 30.1 
36 6.090 101.580 423.740 31. 3 29.4 
37 6.000 116，470 415.200 30. 1 29.0 
38 6，540 126，550 476.420 30. 1 28. 5 
39 6，730 142.080 589，310 28. 9 28. 0 
40 7，650 167，950 649.490 29.2 28. 4 
41 8.770 187.200 750.190 29.2 27.5 I 
42 11.280 236.520 900.460 29.8 28. 8 
43 13.230 251，830 1. 019. 580 29.0 28.2 
44 14.710 267.400 1.141.420 29. 1 26.7 
45 16.260 281. 810 1， 336. 920 28. 1 26.0 

資料)農林省統計情報部「農業経済累年統計」第 1巻農林統計協会

D表第3階層(I.5-2ha)

|ふ T y W w 

8g30 4，210円 66.240円 271.620円 27.4拡 26.5出

32 4.090 63.770 276，580 26.8 25.6 

34 4.050 70，260 310.570 27.1 25.4 

36 4.770 89.180 374.960 27.7 25.8 

37 4.500 101. 050 365.890 26.6 25.2 
38 4.780 112.180 417.330 26.4 25.3 

39 5.420 126.410 541. 710 26.6 24.9 
40 5.980 147.450 581.840 26.2 24.9 

41 6.710 170.880 668.940 26.0 25.1 

42 8.110 201.600 764.290 25.3 24.5 

43 10，030 218. 100 889.540 25.3 24.4 

44 11，370 243.870 979.540 25.0 24.3 

45 14，350 257.340 1， 186. 450 24.9 23.7 

C表

制
柑
担
情
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